
〔新垣善之議員 登壇〕

○２番 新垣善之君 ハイサイ、チューウガナビラ。チューヤ３月の 25日水曜日、２番議
員新垣善之一般質問を行います。よろしくお願いします。きのうで、小学校、中学校の修了

式も終わって、我が新垣ヨシノリ、通知表を見たら体育だけが３で、あとは１でした。いつ

も厳しく叱っているんですけれども、なかなか褒める機会はないんですけれども、きのうは

１年間振り返りながら、カレーを食べながらみんなで和気あいあいと家族団らんしていま

した。また来年頑張るように応援しました。それでは、一般質問にまいります。

大問１．第三次財政健全化計画の着実な推進をということで、（１）平成 30年度の監査委
員審査意見書を受けて各課の具体的な取り組みを伺う。①学校給食費の収入未済額に対す

る改善策はあるか。②町税の収納率は県内上位と高水準であるが、不納欠損額の減少に向け

た今後の取り組みはどうか。③国民健康保険事業の運営は、平成 30年度より県単位化され
たが、単年度赤字解消へ県と共同してどのように取り組むか。④医療費の抑制に向けて、次

年度の町保健事業実施計画（データヘルス計画）の重点項目は何か。⑤ＡＩ、人工知能です

ね。ＲＰＡ、業務の効率化、効果的な活用を図り、業務の改善と質の向上へ向けた具体的な

取り組みは何か。⑥歳出の効率化・重点化において、ソフト事業の精選は不可欠とみるが見

解を伺います。

大問２．東部消防組合消防本部の新庁舎建設は有効的にということで、（１）３町ともに

厳しい財源を確保しての事業であるが、今後 50年の人口・都市を見据えた将来設計となる
よう常時協議を重ねているか。（２）東部消防組合本部の新庁舎建設は緊急防災減災事業債、

一般単独事業債、県市町村振興資金貸付基金を活用しての事業であるが、組合本部の年度運

用予算と事業費償還予算は分けて、本町の財政計画を立てているか。（３）さまざまな事故

種別による出動件数の増加と、台風等の大規模災害が増えています。そのような中で、自家

給油施設を整備するのは、必須と考えるが町長はどのように考えるか。以上、お願いします。

３番目は、事前にキャンセルというか、削除をお願いしていたので、答弁書もそのように

来ていますので削除をよろしくお願いします。

○議長 知念富信君 教育長。

○教育長 新垣吉紀君 おはようございます。質問事項１点目の第三次財政健全化計画の

着実な推進をの（１）の①についてお答えいたします。学校給食費の未納者に対しては、督

促や催告を適切に行い、令和２年度には債権の適切な管理及び処分ができるよう、法的手段

を含めた対策を検討しております。以上です。

○議長 知念富信君 副町長。



○副町長 国吉真章君 それでは引き続き、②から順次お答えいたします。まず②について

であります。不納欠損額の減少に向けた取り組みとしては、一人でも多くの納税者に納期内

に納付していただく必要があります。そのため、口座振替の促進、電話での催告などを行っ

ています。督促状の送付や催告を行っても納付や反応がない方については、早期に財産調査

を行い、預金口座の差し押さえなど、滞納処分を実施しております。③についてお答えしま

す。沖縄県の特殊事情に配慮した財政支援や制度の構築等を引き続き県と共同して国に要

請してまいります。④についてお答えします。継続して、糖尿病性腎症、虚血性心疾患及び

脳血管疾患の重症化予防を重点目標としております。⑤についてお答えします。ＡＩやＲＰ

Ａの活用は、業務の効率化や住民サービスの向上が期待されます。令和２年度にはＡＩを活

用した特定健診受診率向上対策事業として過去の受診履歴、年齢や性別等から受診対象者

の特性に合わせた勧奨通知を送り、効果的に受診を呼びかけ、受診率向上につなげていく取

り組みを行います。⑥についてお答えします。厳しい財政状況の中、既存事業についても当

初の目的、効果、緊急性、重要性等を精査し、事業縮小や見直し等について検証します。ま

た、事業実施に当たっては限りある財源の中において、優先順位をつけて事業を推進してま

いります。

質問事項２点目の東部消防組合消防本部の新庁舎建設は有効的にの（１）についてお答え

します。建物の設計につきましては、東部消防組合消防計画審議会からの答申に基づいた庁

舎の規模、機能となっており、職員数の変動等にも柔軟に対応可能な設計となっております。

消防組合と関係３町において、新庁舎建設の基本構想の内容から、基本設計の最終決定まで

に８回の調整会議を行い、内容の協議を行っております。

（２）についてお答えします。東部消防において、概算ではありますが、庁舎建設費を含

めた財政計画が示されておりますので、その数字を参考に本町においても財政計画を立て

ております。

（３）についてお答えします。必要性はあると認識しております。しかし、厳しい財政状

況を踏まえ、まずは管内にある給油所において災害時の優先的な燃料の供給や台風時の対

応等の協力体制の構築が必要だと考えております。設置については、今後の財政状況を考慮

し、東部消防と３町にて検討してまいります。以上であります。

○議長 知念富信君 ２番 新垣善之議員。

○２番 新垣善之君 ありがとうございます。①の学校給食費の収入未済額に対する改善

策とありました。法的手段を含めた対策を検討しているとありますが、去年の監査委員報告

の中で学校給食費と学校給食賄い費の表があります。これは平成 26年度からの表ですけれ
ども、その単年度、単年度では収入済額から収入賄い額を引くと約 1,000万円近くの差があ
り、これは一般財源からの補?となりますが、これで間違いないですか。



○議長 知念富信君 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん 間違いございません。

○議長 知念富信君 ２番 新垣善之議員。

○２番 新垣善之君 やはり単年度単年度 1,000万円近くの一般財源からの補?があるので、
やっぱり単年度単年度の保護者からの学校給食費の納付、これはしっかり行っていただき、

以前からの滞納繰越分、平成 30年度ではこれが膨れ上がって、6,500万円に膨れ上がって
います。これをしっかり納付していただかないと、給食費の公平性がちゃんと保っていけな

いので、やはりそういう面から児童手当と関連づけてこれはできないのかどうか、お願いし

ます。

○議長 知念富信君 教育総務課長。

○教育総務課長 比嘉純子さん 現在、児童手当を支給されている方々と個別に相談をし

て、口座振替とかではないんですが、相談の上、徴収しております。今後は口座振替等もで

きるようにちょっと整備を進めてまいりたいと思います。

○議長 知念富信君 ２番 新垣善之議員。

○２番 新垣善之君 やはり給食費の、みんな一緒のものを食べているわけですから、⑥の

ソフト事業の精選と書いてあるんですけれども、私がいつも言う健康について問うんです

けれども、こども医療費がありますね、こども医療費に財源から約２億円を出しています。

給食費も賄い費で２億円近く、これを長いスパンで考えていくと、大胆なことを言いますけ

れども、こども医療費はなくして、学校給食費に約４億円を使っていくと、やっぱり食べる

ことが基本ですので、食べて、運動して、寝る。この３つの習慣をちゃんと学校教育で教え、

それを若年層、年をとっていってもあまり病院にかからないという、生活習慣を確立してい

くほうが長いスパンから見て医療費の削減であったり、給食費の公正性、公平性であったり

がちゃんとやっていけるのかなと思いますので、そこら辺も検討をお願いします。ことし滞

納費であったり、単年度の給食費納付であったり、しっかりとした体制を整えて、監査から

意見もついていますので取り組んでほしいと思います。

続いて②です。町税の収納率、県内本当はトップだったんですけれども、約 98％の徴収
率があるということで、これは多分監査委員からは残り税は納付、納税の義務がありますの

で、ちゃんととりなさいよということで、激励の活を入れたのかなと思います。しっかりと

した取り組みがなされていますので、県内一を持続できるようにこれからも頑張ってほし



いと思います。

③健康保険事業の運営について、今年度で累積赤字を解消する、補正予算も出ていますけ

れども、一旦は解消し、これから令和２年、３年、４年、５年まで、残り４年間。やっぱり

単年度赤字というのは出てきます。どこかで国民健康保険税の引き上げは必須ではないか

なと思いながらも、町ができること。それは委員会でもありましたが、事業費納付金、これ

がやっぱり南風原町は病院が多いということで医療費負担、医療費割、所得のシェアですね。

これの改善を県にしっかり求め、事業費納付金の抑制につなげていけるような取り組みで

すが、これは町長から県のほうに申し出ていくのか。それとも担当者会議でそういった申し

出をするのか。それとも私がちゃんと言ったほうがいいのか。そうであれば一緒に行きます

ので。やっぱり西原町と比べても国民健康保険加入者がほぼ変わらないということで、事業

費納付金の割合、西原町と比べて１億 3,000万円近くですか、南風原町が高いということが
ありますので、どこに行っても健康保険がしっかり使えるような制度のあり方、これはこの

４年間でしっかり県との折衝をしていく必要がある。行政がやるべきこと。あとは税の、こ

れも社会保険加入者が増えていく。加入条件が整ってきているので、例えば会計年度任用職

員もふえてきますし、それによって社保の加入者数がふえてくる。国保の方々が減っていく

という現状もあるので、やっぱり国保の負担が結構見ていると多いので、やっぱりどうにか

退職してからも、また独自で個人事業をされている方も医療が、皆保険制度でちゃんと病院

に行けるような体制づくり、制度づくり、この４年間、県との折衝でやっていってほしいな

と思います。また町の取り組みとして来年度、社協の健康増進室にもエルゴメーターだった

り、いろいろな機器がとりついています。電磁機器だったりマッサージ機だったり、奥にも

ありますし、これについてもインセンティブ制度を、カードを導入してやるということもあ

りましたので、これをどうにかインセンティブ制度を活用しながら、一人一人頑張っている

よ。１週間頑張ったらマッサージ機を無料で使えるよとか、いろいろ楽しめる運動プログラ

ムを町独自として作成していくと、介護に行かないように取り組めていけると、もっと増進

室の利用者がふえていくのかなと感じています。

④の医療費に関してですが、これは以前から糖尿病、虚血性心疾患、脳血管障害重症化に

関して、町は独自でレセプトしながらＰＤＣＡサイクルに従って何回も何回も声かけをし

たり取り組んでいるので、やっぱり医療費、扶助費に加算していくのでこれを抑えよう押さ

えようという努力が見えてきますので、しっかり取り組んでいただきたいと思います。また

次年度、高齢期総合保健モデル事業も取り入れてくれているし、高齢者の保健事業と介護予

防の一体的な実施ということで、その取り組みからそれを解析し、それをＡＩで分析し還元

していくと。一人一人に寄り添った運動プログラム、取り組みがなされているので、しっか

り一人一人がヘルスプロモーションの考え方を生かして、みずから考え、みずからの運動プ

ログラムまでできるような取り組みまで持っていけると、より医療費の抑制につながるの

ではないかと思いますので、財政健全化計画の３年間でもできないところはしっかりみん

なで頑張ろうという凝縮した取り組みを頑張っていきたいと、お互いに頑張っていきたい



なと思います。

続いて⑤ＡＩやＲＰＡの効果的な活用ですけれども、これは今後ですよ、ＡＩが活用しな

いと、きのう、やっぱりこの質問に立つときはとっても緊張していて、何言おうか、何言お

うかと、寝ているような寝ていないような、わからないんですけれども、このＡＩ、大志議

員からも以前質問があったように、保育所施設の割り振り事業が 50時間かかっている事業
が約１分でできるだとか。子ども・子育ての問い合わせをチャットボットで、今まで人がや

っていたことがパソコンによって対応できると。あとは多分これはされていると思うんで

すけれども、防犯、防災カメラを活用して交通量であったり、通行量、事故発生の要因であ

ったりをＡＩが関知し、探知して道路の有効活用の策定委員会みたいなもので活用すると

か。あとは戸籍情報登録にもＡＩを活用したりとか。これはちょっと私、考えたんですけれ

ども、行財政の法規関係や国の事業などをＡＩにもうチップに入れて、それをこの分厚い法

規などを見ずにＡＩが、この法規は抵触します、この法規も入っていてどの事業をしようと

すると、これが抵触するのかしないのか。それか国の事業を持ってきてこの財政を充てたほ

うが有効活用できるのかとか。これを開発していくとより効果的な行財政の運営ができる

んじゃないかと思っています。そうなると、各部長の隣にＡＩを置いておいて、例えば予防

接種の時期が来ているよということも全部インプットさせてやっていくと、何も人間が考

えている以上に何億円というのはＡＩ持っているので、そこを今後は生かしていくと、町に

とっても有効かなと思っています。開発しましょう、どこかで。本当に話ですよ、これ。お

願いします。

続いて⑥は、ソフト事業の精選と書きましたが、これも先ほど言ったように、何か大胆な、

南風原町として福祉のまちですけれども、私の考える福祉は福祉イコール自立だと思いま

すので、やっぱり助けになるのは十分だと思いますけれども、やっぱりこれを生かしながら

自分自身、それぞれが自立していけるような体制づくりがとっても必要なことで、病院に行

くのは、かかるのは誰でもかかるんですけれども、やっぱり行かない、抑制になるような体

づくり、健康づくり、ヘルスプロモーションの考え方、ＱＯＬ（クオリティー・オブ・ライ

フ）質の高い生活を送りましょうと。私も保健の事業では毎日生徒には言っていたので、そ

ういったことをやっていけるような取り組みが必要じゃないかと私は思っています。

この第三次財政健全化計画、３年間ありますが、私の任期はあと２年半ぐらいありますが、

しっかり町政とともに健全化に持っていき、その後、今何をやりなさい、やりなさいと言え

ない自分がいて、委員会しながら。だからこの３年間しっかり健全化に戻し、もっと予算を

使っていろんなことをしたいという思いがありますので、ともに頑張っていきましょう。

続いて、大問２の東部消防組合消防本部の新庁舎建設は有効的にとあります。（１）です

が、私も東部消防組合議員として派遣されています。その中で今後 50年というのは減価償
却率を求めて大体 47年、それ以上持つだろうという考えと、あとは３町の将来人口。今は
南風原も近い将来４万人、与那原が２万人でしたか。西原もそれぞれ伸びてきていますので、

やっぱりそれに伴って高層マンションも建ってきます。またそれに伴ってはしご車両だっ



たり、化学ポンプ車両だったり、消防力の向上に向けて消防は今必死に頑張っています。ま

た構想だと消防はしご車が行くまでにどこからエントリーしたほうがいいのかという取り

組みも訓練されていますが、また今できない、ドローンを使った取り組みも考えられている

そうで、ドローンを使って、そこまで構想までいって、どういった要救助者がいるのかとか、

しっかり訓練したいが財政との関連から徐々に徐々に整えていくとおっしゃっていました。

なので、３町、厳しい財政難ではありますが、そこをしっかり協議し、50年という長いス
パンを見積もってしっかり協議、私もさっきも言いましたが、何とか 50年持つだろうとみ
ていますが、しっかり協議してやってもらいたいと思います。

続いて（２）ですが、これは財調、東部消防本部組合の財調の、去年かことしか、取り崩

しがあったので、やっぱりそこを崩さないためにも５年後から元金償還も始まってきます

ので、それに向けてしっかり消防予算も確保してもらいたいと私の思いも含めてこの質問

をしました。なので、この財政健全化計画をしっかり終え、消防力の強化に向けてもしっか

り予算をつけてほしいなと。それは事業費償還の予算と年度年度の運用予算とですね、しっ

かりつけてもらいたいという思いでおります。

続きまして、（３）ですが、これは消防組合でも質問したんですけれども、これは消防本

部でも設置するのかしないのか。まだ決定ではなかったので質問させていただきました。こ

れの組合からの回答は、自己給油施設につきましては、災害出動件数の増加に伴い、災害事

案終了後、給油所に立ち寄ることなく消防署内で給油できれば、次の災害にすぐ備えること

が可能となります。また平成 30年９月 24日の台風 24号における災害出動が 223件とな
った事案では、消防車両等の燃料が底をつく状況になり、本組合管内と近隣市町村の給油所

に給油をお願いしましたが、従業員の安全が確保できないとの理由により、全ての給油所に

断られた事例もあるため必要性はあるものと考えますと。やっぱり台風で荒れ狂っている

中、従業員は行けないので、給油できないということですね。災害時、消防車両等へ優先的

に燃料を供給する中核サービスステーションが管内にあるか調査を行います。さらに自家

給油施設は総務省消防庁の補助対象であることから補助内容についても調査を行い、導入

について関係３町と調整を行いますとありますので、やっぱり何か大災害があったときに、

すぐに出動できるよう南風原町からも関係２町と協議を行い、何か大災害があったときの

担保と申しましょうか、しっかりあればすぐに出動できるので、あったほうが私はいいなと、

名護消防、豊見城消防を見てきたんですけれども、やっぱりあったほうが、災害があったと

きには効果的かなと思い質問しています。何せ、もうこの３年間、私も督促業務や何から行

きますので、町行政等をしっかり整えて、また３年後、令和５年から頑張っていけるように、

身近身近から頑張っていきます。ともによろしくお願いします。以上です。


